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東北地方建設局
「未利用エネルギーを利用した消融雪施設に関する技術開発」の公募要領
平成１１年９月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北地方建設局

1． 概
要
近年、東北地方においては、横断道路の開通により広域的な交流が活発化し、主要都市を中心に日常生活圏が拡大するなど道路環境のめざましい発展を遂げました。しかし、冬期においては今なお路面の凍結、堆雪による幅員の減少により走行環境が著しく低下し、徒歩・自転車・バイクによる移動が困難となり自動車交通への依存が高くなっています。その結果、冬期は、中心部と郊外の住宅地を結ぶ道路で降雪時に交通のボトルネックとなる箇所で深刻な渋滞が発生しています。また、スパイクタイヤの禁止、スタッドレスタイヤの普及に伴い非常に滑りやすい路面が発生し、交差点内・橋梁取り付け部・踏み切り部・急勾配部などにおいて渋滞・事故が多発しています。
　このような社会・経済状況の変化に伴い、冬期においても信頼の高い道路交通の確保、および凍結路面などによる交通渋滞や事故多発箇所の対応が求められています。厳しい財政状況の中で、効率的・効果的に安全で快適な冬期の通行を確保し、安心できる生活と活発な社会経済活動を支えていくためには、施策の重点化や除雪・消融雪施設などの設置・運営・管理にかかるコストの低減に向けた取り組みとして技術の積極的な開発、利用が必要となってきております。

そこで、東北地方建設局では、冬期道路における施策として「道路消融雪技術」を重点テーマとして取り上げ、有識者からなる東北地方道路雪対策技術検討委員会（委員長福田正宮城大学教授）のもと、産・学・官の連携により技術の開発・導入を積極的に進めることに致しました。

本公募は、上記背景・目的に基づき、「未利用エネルギーを利用した消融雪施設」に関する技術開発の募集を行うものであります。

２．技術開発の考え方
　

　　本公募による技術開発は、各社（機関）が保有する既存技術の開発を前提とし行う。



















３．技術開発のテーマ

　冬期の凍結路面などによる交通渋滞や事故多発箇所に対応するため、東北地方建設局では、都市部の交差点内、橋梁取り付け部、踏み切りなどの凍結頻発箇所や歩道、山岳部における急勾配部などに消融雪施設を重点的に設置していきます。その際に環境面、コスト面が大きな問題となるため、未利用エネルギーを利用した消融雪施設の導入が必要となります。このため、未利用エネルギーを利用した消融雪施設ついての技術開発を実施します。
（１）開発テーマ
　　　　　『　未利用エネルギーを利用した消融雪施設の開発　』
（２）開発条件

　　①モデル地域は圧雪地域、凍結地域とし、未利用エネルギーを熱源として用いた消融雪施設の開発

　　　を行う。

　　②従来の施設より維持管理費が低減できること（経済性に優れる）．
従来の消融雪施設は、維持費が非常に高く問題となっています。このため、維持管理費を低減する必要があります。そのために、エネルギー効率の高いヒートポンプの利用や気象予測を用いた無駄のない制御システムを導入することが望まれます。

　　③環境に影響を与えないこと
　従来の消融雪施設では、地盤沈下など環境に影響を与える状況にありました。このため、未利用エネルギーを利用して環境に影響を及ぼさない必要があります。
　　④メンテナンスが容易なこと
　　　　制御システム、融雪部などのメンテナンスが容易なことが必要となります。

（３）開発目標
　　　　　都市部・山岳部における効果的な熱源（蓄熱）である未利用エネルギーを利用した消融雪施設の開発
４．応募者の資格
　消融雪施設または熱源およびこれに類するものの開発に関連する企業、学術機関、官、企業同士の共同体、企業と官の共同体、企業と学術機関の共同体、官と学術機関の共同体を募集します。　

５．契約条件

（１）平成11年度の契約条件（公募により選定された企業等との契約に関する条件）

　　　①契約形態
公募によって選定された企業等により構成される研究会を設立します。研究会は、東北地方建設局と技術開発基本協定を締結し、基本方針・開発方法の検討を行い未利用エネルギーを利用した消融雪施設の開発計画を立案します。なお、検討、計画立案に関する費用は、研究会の負担とします。
　　　②開発期間
　　　　　技術開発基本協定締結後から平成12年3月までとします。
　　　③契約者
　　　　　技術開発基本協定に基づき研究会の幹事会社と契約します。
　（２）平成12年度以降14年度までの契約条件（研究開発実施に関する契約条件）

　　　①契約形態

　研究会は、東北地方建設局と新たに技術開発基本協定を締結、その役割に応じて費用を分担し、共同で未利用エネルギーを利用した消融雪施設の検討、開発を行います。

　　　②開発期間

　　　　　技術開発基本協定締結後から平成15年3月までとします。

　　　③契約者

　　　　　研究会の幹事会社が、技術開発基本協定に基づき契約します。

　　　④納入物件及び開発費の支払い等
研究会は開発した未利用エネルギーを利用した道路消融雪施設およびその他成果物を東北地方建設局に納入します。東北地方建設局はこれを受けて検査を行い、合格したものに対して開発費を支払います。
　　　⑤成果物に関する知的財産権の取扱い
　　　　　成果物に関する知的財産権及びそれに類する権利については、東北地方建設局と締結する技術研究開発基本協定の中で、技術開発の分担の度合いに応じて設定します。

　　⑥成果物の利用
開発した未利用エネルギーを利用した道路消融雪施設を東北地方建設局の各事務所管内に設置していきます。また、開発成果を利用し、他地方建設局、北海道開発局、道府県等に適用することができます。

６．技術開発課題の評価
　（１）企業等の選定方法

　企業等は、道路消融雪施設専門部会において、公募記載内容から技術力、効果、経歴、企業力などを踏まえ選定されます。選定された企業等は、研究会を設立し、基本方針・開発方法の検討を行い未利用エネルギーを利用した消融雪施設の開発計画を立案します。開発計画については、道路消融雪施設専門部会で評価を行い、最終的に東北地方道路雪対策技術検討委員会で決定します。

　なお、審査の過程において、必要に応じヒアリング等を行うことがあります。

　（２）評価基準
　企業等は、公募記載内容について、以下に示す評価基準に基づき道路消融雪施設専門部会が評価、選定します。

　　　　＜技術力＞

　基本コンセプト：開発目的・基本コンセプトが明確にされているか。

　　　   開発方法・内容：開発の方法、内容が優れているか。

　　　　＜効　果＞

　　　　　　　 　経済性：従来の消融雪施設よりイニシャルコスト、ランニングコストの低減が可能

　　　　　　　　　　　　 か。メンテナンスが容易か。

　　　　　　　　 安定性：安定的に供給できる熱源か。

　　　　　 環境への影響：環境への影響が少ない消融雪施設か。

　　　　　　　　 施工性：橋梁・トンネル坑口、都市交差点に設置が可能か。施工性に優れているか。

　　　　＜経　歴＞

　関連分野の実績：関連分野の開発等に関する実績を有しているか。

　　　　＜企業力＞

　　　　開発体制：開発するうえで適切に遂行できる体制を有しているか。

開発に必要な設備：開発を円滑に遂行するために必要な設備を有しているか。

　　　　経営基盤：経営基盤が確立されているか。

　道路消融雪施設専門部会により選定された企業等は、研究会を設立し、基本方針・開発方法の検討を行い未利用エネルギーを利用した消融雪施設の開発計画を立案します。開発計画については、道路消融雪施設専門部会で評価を行い、最終的に東北地方道路雪対策技術検討委員会で決定します。

　（３）通　知
　　　　　　採否の結果は、代表者宛に通知します。
７．提出書類作成上の注意

　　　　　・提出書類は、A4サイズ用紙、縦置き、横書きで記載してください。
　　　　　・原則としてワープロ書きしてください。
　　　　　・その他、提案書記入要領に従って作成してください。
８．応募方法
　（１）提出期間
　　　　　公募期間は平成11年９月13日（月）から平成11年10月30日（土）（当日消印有効）までとし、郵送で東北地方建設局東北技術事務所機械課に提出して下さい。

〒980-0802　宮城県多賀城市桜木３丁目６－１

東北地方建設局東北技術事務所機械課　機械課長
　　　　　　　　　　　　　　電話　022-365-8211　　FAX　022-365-5938

　（２）提出書類
　　　　　・提案申込書　　　1部

　　　　　・会社概要　　　　1部

　　　　　・提案書　　　　　原本　1部　　コピー５部

　　　　　・受理書　　　　　1部

　（３）応募書類に関する問い合せと提出先
応募書類の記入に関する問い合わせは、電話、FAXで受け付けますが、回答は公平を期するため、ホームページ上に記載します。なお、質問の受け付け期限は10月29日（金）までとします。

　　　　 東北地方建設局道路部道路管理課

　　　　　　　　　電話　022-225-2171　　FAX　022-225-6988

　　　　 東北地方建設局東北技術事務所機械課

　　　　　　　　　電話　022-365-8211　　FAX　022-365-5938
　　　　　　　　　ホームページアドレス：http://www.th.moc.go.jp/tougi/

９．スケジュール
　（１）平成11年度
　　　　 9月13日　 公募の開始
　　　　10月30日　 公募締め切り
　　　　11月 上旬　 審　査
　　　　12月 上旬　 候補者の選定・採否通知
　　　　12月 下旬　 研究会の設立、基本方針・開発方法の検討、開発計画の策定

　　　　 3月 下旬　 計画提示
　（２）平成12～14年度の計画
　　　　モデル地域における技術開発、フィールド試験、改良、検証、実用化
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【技術開発の流れ】








①公　　　募：インターネット、専門紙等を用いて広報し、技術公募により企業等を公募する。


②企業等選定：道路消融雪施設専門部会により技術力、効果、経歴、企業力などから企業等を数社（数


　　　　　　　機関）選定する。


③研究会設立：幹事会社を軸として路面消融雪施設研究会（仮称）設立する。


④方針設立  ：研究会において基本方針、開発方法を策定する。


⑤計  　　画：研究会において開発計画を策定する。


⑥評価・決定：研究会により策定された開発計画を道路消融雪施設専門部会が評価し、東北地方道路


              雪対策技術検討委員会で決定する。


⑦開発・試験：研究会において計画された消融雪施設をモデル地域に設置し、その効果計測を実施する。


⑧評　　  価：道路消融雪施設専門部会により技術開発を評価する。


⑨完　　  成：未利用エネルギーを利用した消融雪施設の完成。


⑩解　　  散：平成15年度以降は研究会を解散し、各企業等が自由に営業活動を行うことができる。
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道路消融雪施設専門部会：東北地方道路雪対策技術検討委員会の下部組織であり、学識経験者


　　　　　　　　　　　　から構成される。本技術開発の具体的審議・評価を行う。
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